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1. 長寿命化修繕計画の背景と目的 

1.1  背景および目的 

三郷市が管理する橋梁の多くは高度経済成長期に建設され、近い将来、老朽化により膨大

な架け替え費用の発生が予想され、厳しい財政状況の中、橋梁の存続や通行の安全性が懸念

されます。 

現時点で損傷が確認された橋梁をはじめ、健全な橋梁においても今後適切にメンテナンス

しなければ損傷の進行、新たな損傷の発生が予想されます。やがては、大規模補修工事に伴

う通行止め、落橋等の重大事故につながる可能性があります。 

現在、高齢化を迎える橋梁群に対して『損傷が進んでから対策を取る』という対症療法型

の維持管理を行っています。しかし、橋梁の老朽化が進むに従い傷みもひどくなり、市民活

動を支える橋梁や道路を取り巻く環境は今後ますます厳しさを増すものと考えられます。そ

のため、橋梁の修繕、架け替えに要する費用が増大することが懸念されます。これらに掛か

るコストの修験を図るためには『損傷の初期段階で修繕し、できる限り長持ちさせる』とい

う予防保全型の維持管理を進め、橋梁の寿命を延ばす必要があります。 

そのため市では、2013 年に 47 橋の長寿命化修繕計画を策定し、維持管理を進めてきまし

た。橋梁長寿命化修繕計画は、現在確認されている橋梁の損傷に対する修繕計画を策定する

とともに、将来においても、適切な維持管理を施し、トータルコストの縮減を踏まえながら

橋梁の健全性を維持するための計画です。この度、継続的な維持管理の実施のため、改めて

144 橋について、「三郷市橋梁長寿命化修繕計画」を策定しました。 
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2. 長寿命化修繕計画の計画期間、策定の流れと対象施設 
 
2.1  計画期間と策定の流れ 
 

令和 8年度（2026 年度）～令和 12年度（2030 年度） 

 

「三郷市橋梁長寿命化修繕計画」の計画期間は、令和 8 年度から令和 12 年度の 5 年間

とします。 

予防保全型管理を継続するため、5 年に 1 度の定期点検を実施し、各橋梁の健全性を確

認しながら、長寿命化修繕計画は適宜見直すものとします。 

 

 

 

 ・・・144 橋の点検結果をまとめたデータを作成する。 

 

 

 ・・・点検データから、損傷個所を分析し、傾向を掴む。 

       各橋梁の健全性を 4 段階のランクに分ける。 

 

 ・・・管理橋梁の架設年や橋長、構造形式等から、 

特徴を分析する。 

 

 ・・・今後の橋梁管理方針、点検頻度、長寿命化の 

基本方針を検討する。 

 

 ・・・基本方針に基づいて、長寿命化修繕計画を策定する。 

 

 

図 1-1 「三郷市橋梁長寿命化修繕計画」策定の流れ 

 

  

橋梁点検 

点検結果の分析 

橋梁の現況分析 

基本方針検討 

長寿命化修繕計画策定 
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2.2  本計画の対象施設 
 

本計画の対象施設は、三郷市が管理する橋梁 143 橋＋横断歩道橋１橋で計 144 橋とします。 

対象橋梁の概要は以下の通りです。 

 

表 1 本計画の対象とする橋梁一覧 

 

 
 
 

  

番号 橋名
橋長

m
径間 番号 橋名

橋長
m

径間 番号 橋名
橋長

m
径間

1 半田橋 50 2 51 八丁堀歩道橋その1 51.44 2 101 無名4123号橋 7 1

2 丹後橋 33.43 2 52 大膳歩道橋その2 51.56 2 102 無名4125号橋 2 1
3 仁蔵橋 35.6 1 53 大膳橋その1 52.6 2 103 無名4128号橋 3 1
4 北側道橋 54.1 2 54 長戸呂橋 36.3 2 104 南蓮沼橋 4 1
5 南側道橋 46.9 2 55 蓮沼橋 20.2 1 105 無名4130号橋 3 1
6 南側道歩道橋 46.9 2 56 無名2001号橋 7.35 2 106 無名4131号橋 3 1
7 大広戸橋 38.7 2 57 無名2002号橋 7.6 2 107 無名4132号橋 3 1
8 茂田井橋 36.3 2 58 第二彦糸橋 7.8 1 108 無名4135号橋 3 1
9 駅前大橋 38.7 2 59 無名2004号橋 7.6 2 109 無名4136号橋 3 1
10 茂田井下橋 41.28 2 60 無名2005号橋 7.65 2 110 大膳橋その2 10.7 1
11 下境橋 40.5 2 61 第二彦音橋 6.6 2 111 無名4142号橋 4 1
12 岩野木橋 23 1 62 無名2008号橋 7.5 2 112 無名4201号橋 2 1
13 中の橋 19.64 4 63 第二彦成橋 6.56 2 113 無名4205号橋 3 1
14 幸房橋 24.3 1 64 無名2010号橋 7.53 2 114 無名4206号橋 2.9 1
15 市助橋 24.14 1 65 無名2011号橋 7.61 2 115 無名4215号橋 3 1
16 水道橋 22.7 4 66 無名2012号橋 8.5 2 116 無名4217号橋 4 1
17 正和橋 25 2 67 無名2013号橋 9 2 117 長沼大橋 7 1
18 会野谷歩道橋 23.73 1 68 駒形仲橋(旧無名2014号橋) 18.9 2 118 一之橋 6 1
19 新和橋 24.48 1 69 駒形橋 11 1 119 稲荷橋 6 1
20 無名1019号橋 25.6 2 70 無名2016号橋 8.67 2 120 無名4313号橋 5 1
21 第二新和橋(旧無名1021号橋) 25.5 2 71 和泉橋(旧無名2018号橋) 21.1 2 121 無名4314号橋 5 1
22 一本木橋 25.8 2 72 幸谷人道橋(旧無名2028号橋) 15.6 1 122 五之橋 5 1
23 新和あじさい橋 25.9 1 73 晴見橋 17.38 1 123 無名4318号橋 5 1
24 新和仲橋 26.6 2 74 上沼橋 10.4 1 124 無名4319号橋 5 1
25 横堀橋 30 1 75 栄橋 9.5 1 125 無名4320号橋 3 1
26 長戸呂歩道橋 25.8 1 76 勝橋 10.7 1 126 無名4322号橋 4 1
27 大正橋 26.2 2 77 富士見橋 10.4 1 127 無名4326号橋 4 1
28 水神橋 21.83 3 78 無名2037号橋 14.1 2 128 無名4327号橋 4 1
29 中橋 29.25 1 79 無名2038号橋 12.65 3 129 無名4328号橋 7 1
30 堰枠橋 22.85 4 80 昭和橋 10.4 1 130 無名4329号橋 7 1
31 半川橋 26.1 3 81 白山橋 10.4 1 131 無名4330号橋 7 1
32 みさと団地高架橋(旧無名2007号橋) 25.89 1 82 無名2041号橋 11.65 3 132 無名4331号橋 7 1
33 北美橋 26.77 1 83 無名2042号橋 10 2 133 無名4333号橋 7 1
34 笹塚橋 19.7 1 84 鎌倉大橋 10.4 1 134 無名4334号橋 6 1
35 茂沢橋 23.45 1 85 甚平橋 10.4 1 135 無名4116号橋 7.25 2
36 幸和橋 33.3 1 86 吹上つつみ橋 14.1 1 136 無名4118号橋 14.9 2
37 寄巻橋 15.2 1 87 吹上歩道橋 14 1 137 無名4122号橋 4.6 1
38 木斉橋 22 1 88 戸ヶ崎二重橋その1 8 1 138 無名4126号橋 4.9 1
39 南通り橋 18.9 1 89 戸ヶ崎二重橋その2 8 1 139 無名4137号橋 2.22 1
40 無名4111号橋 100.05 4 90 無名2053号橋 9.7 1 140 無名4144号橋 3.5 1
41 半田彦成跨線道路橋 158 5 91 彦野橋 11 2 141 無名4321号橋 2.2 1
42 八丁堀橋その2 16.5 1 92 無名3059号橋 3 1 142 北通り橋 19 1
43 八丁堀歩道橋その2 16.43 1 93 無名3060号橋 4 1 143 せせらぎ橋 22.5 1
44 大膳歩道橋その1 21.3 1 94 無名3061号橋 4 1 144 新三郷駅前立体横断施設 175.4 6

45 無名4143号橋 100.05 4 95 無名4107号橋 3 1
46 無名4203号橋 66 3 96 無名4108号橋 3 1
47 二郷半歩道橋 51.44 2 97 無名4109号橋 5 1
48 二郷半橋 52.95 2 98 無名4112号橋(彦成落橋りょう) 14 2
49 酒井橋 51.5 2 99 無名4119号橋 6 1
50 八丁堀橋その1 51.4 2 100 無名4120号橋 10 1



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 橋梁位置図 
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3. 対象施設の現状と健全性 

 
3.1 定期点検の実施による損傷状況の把握計画期間 

 
対象施設の現状を把握するため、対象全橋（144 橋）について近接目視による定期点検を

実施しました。 

点検は、道路橋定期点検要領（平成 31年 2 月 国土交通省 道路局）に基づき実施し、橋

梁の各部材に対する損傷の程度を評価し、損傷状況から対策区分の判定までを行っていま

す。 

 
表３ 対象とする損傷の種類の標準 

（道路橋定期点検要領 p.18 付表-1 より） 

 
 

  



 

6 

 

 

表４ 健全性の判定区分 

（道路橋定期点検要領 p.3 表-5.1 より） 
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3.2 対象施設の状況 
対象橋梁の状況として、各施設の構造物緒元、点検年度、過去の補修履歴等について一覧表に

まとめた。 

表６ 対象施設の状況（１／４） 
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表６ 対象施設の状況（２／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 

 

表６ 対象施設の状況（３／４） 
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表６ 対象施設の状況（４／４） 
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3.3 健全性の評価 

 

各橋梁で確認された損傷状況や部材単位の健全性を総合的に評価し、現状における橋梁毎

の健全性を評価しました。 

健全性は、表５に示す判定区分に基づき評価しています。 
表７ 対象施設の部材単位の評価における判定区分 

（橋梁定期点検要領 p.29 表-7.1 より） 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態 

 

 

 

表８ 対象施設の道路橋単位の評価における判定区分 

（道路橋定期点検要領 p.30 表-7.1 より） 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態 
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4. 長寿命化修繕計画策定基本方針 
 
4.1 長寿命化に向けた維持管理の基本的な考え方 

 
橋梁の損傷が深刻化した場合、大規模な修繕や架替が必要となり、修繕費が高くなるうえ、

結果として橋梁の寿命が短くなるほか、補修にあたっては長期間の通行止め等の交通規制が

発生し、道路利用者に多大な影響を与えます。 

そのため、損傷が深刻化する前に修繕を行う予防保全の維持管理手法を採用することを基

本とし、橋梁の長寿命化を図って架替時期の延伸と将来も見据えた総合的な維持管理コスト

の縮減を目指します。 

一方で、構造上の問題や周辺環境の条件等から補修が困難な橋梁や、橋長が短くかつ建設

年度が不明で延命化の効果が評価できない橋梁など、予防保全を行っても長寿命化やコスト

縮減効果が期待できない橋梁については、事後保全の維持管理手法を継続し、可能な限り使

い続けたうえ、将来的な維持管理も見据えた構造変更による架替を行います。 

上記のような予防保全と事後保全を組み合わせた計画的な修繕・架替計画により、橋梁に

かかる修繕費用の長期的な平準化を図ります。 

長寿命化修繕計画の管理シナリオ  

管理種別 対象施設 基本方針 

事後保全型管理 ・補修が困難な橋梁 

・橋長 15ｍ未満かつ建設年度 

が不明な橋梁 

など 

対症療法として、床板の抜け落ちや

支障の破断等、対策区分 E1 以上が

確認された段階で補修を検討、もし

くは安全性が確保できなくなる直

前に架替を実施 

予防保全型管理 ・上記以外の橋梁 予防保全段階で補修することを基

本として、橋梁を長寿命化し、架替

時期の延伸とコスト縮減を図る 
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図６ 予防保全と事後保全の維持管理イメージ 

 

 

 

 

 

  



 

14 

4.2 定期点検の実施による健全性の把握 

 
対象施設となる144橋の橋梁について、日常のパトロール車による巡回点検と、５年に１

度、近接目視による定期点検を実施することで、損傷の状況や劣化の進行等を確認し、健全

性の把握に努めます。 

これにより、予防保全型管理に位置づく橋梁については損傷が大きくなる前に修繕を行

い、事後保全型管理に位置づく橋梁については経過観察による安全性の確保を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 橋梁の定期点検の実施状況 
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4.3 修繕の基本的な実施方針 
（１）予防保全型管理 

『予防保全型管理』に位置づく橋梁では、損傷が深刻化する前に補修することで、施設

の長寿命化およびコスト縮減を図ることを目的とし、橋梁の健全性評価が“判定区分Ⅱ”

となった時点で補修を実施することを基本とします。 

ただし、主要部材以外の部位における損傷のみを要因として健全性が“判定区分Ⅱ”と

なっている橋梁については、対象部位における安全性を確認のうえ、維持工事による解消

可能性や経過観察による対応を基本に検討し、修繕の効率性やコスト縮減の観点から、主

要部材が“判定区分Ⅱ”となった時点で合わせて修繕することを基本とします。 

また橋上の舗装については、舗装の点検や修繕計画を確認のうえ、連携を図りながら修

繕を行います。 

表９ 予防保全型管理における修繕の基本的な実施方針 

判定区分 修繕の実施方針 

Ⅰ 健全 修繕の対象外 

構造物の機能に支障が生じていない状態であ

り、修繕の対象外 

Ⅱ 予防保全段階 主要部材以外 

での損傷 
経過観察 

対象部位の損傷の安全性を確認のうえ、維持

工事や経過観察により対応 

➡安全性が確保できない場合には、損傷部位 

のみを対象とした修繕を実施 

➡基本的には対象橋梁の主要部材も“判定区

分Ⅱ”となった時点で総合的な修繕を実施 

➡舗装については舗装点検・修繕計画を踏ま 

えて修繕を検討 

主要部材 

での損傷 
修繕の実施 

次回点検までに予防保全を目的とした修繕を

実施 

Ⅲ 早期措置段階 修繕の実施 

早期に機能回復を目的とした修繕を実施 

Ⅳ 緊急措置段階 緊急対策の実施 

即時に機能回復を目的とした修繕を実施 
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（２）事後保全型管理 

『事後保全型管理』に位置づく橋梁では、対症療法として、床板の抜け落ちや支障の破

断等、“対策区分：Ｅ１以上”が確認された段階で補修を検討、もしくは安全性が確保でき

なくなる直前に架替を実施損傷が深刻化する前に補修することを基本とします。 

表１０ 事後保全型管理における修繕の基本的な実施方針 

ｹｰｽ 対象施設 基本的な実施方針 

１ ・補修が困難な橋梁 

・橋長 15ｍ未満かつ建設年度 

が不明な橋梁 

対症療法として、床板の抜け落ちや支障の破断等、

対策区分 E1 以上が確認された段階で補修を検討、

もしくは安全性が確保できなくなる直前に架替を

実施 

２ ・補修が困難で橋長 15ｍ未満 

 

安全性が確保できなくなる直前に架替を実施 
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4.4 修繕の優先度に関する考え方 

修繕の優先順位は、点検結果に基づく“施設の健全性”のほか、施設の重要度や第三者への

影響度等を総合的に判断して設定します。 

優先順位を決定するための評価指標は以下の通りです。 

① 健全性  

架替が必要となる橋梁および判定区分Ⅲの橋梁を最優先として修繕を実施します。 

主要部材の損傷を要因とした判定区分Ⅱの橋梁については、以下の②～の総合評価により優

先順位を決定します。 

主要部材以外における部位での損傷を要因とした判定区分Ⅱの橋梁については、経過観察と

します。 

② 緊急輸送道路  

三郷市における災害時道路ネットワークの確保を目的として、緊急輸送道路に位置づく橋梁

について優先的に評価します。 

③ バス路線  

老朽化により通行止めとなった場合に、地域における公共交通サービスへの影響度を考慮

し、バス路線に位置づく橋梁について優先的に評価します。 

④ 通学路  

学童の通学路に指定されている場合には、学童の安全を重要視して優先的に評価します。 

⑤ 建設年度  

建設年度が古い橋梁ほど、老朽化が進んでいることが予想されるため、建設年度が古い橋梁

（建設年度の不明橋梁含む）について優先的に評価します。 

⑥ 橋梁規模  

橋長の長い橋梁は損傷が深刻化した場合、修繕費用が高く、工事による規制期間も長くなる

ことが予想されることから、早期に修繕を行うことを目的として、規模が大きい橋梁につい

て優先的に評価します。 
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4.5 対象施設の長寿命化及び修繕・架け替えに架かる費用の縮減に関する基本方針 

  管理区分の設定 

長寿命化修繕計両策定にあたってはコストの縮減を図るため、橋梁諸元や路線の重要度に

応じて橋梁毎の管理水準を設定します。橋梁の諸元（橋長、幅員、橋種等）や環境、損傷の状

況及び重要度等を考慮して、以下のように管理区分を設定し、橋の長寿命化を図るとともに

長期的な維持管理にかかるコストの縮減を図ります。 

(コストの算出にあたっては、国総研資料の劣化曲線を参考に、三郷市の点検結果を反映させ、

シミュレーションソフトにて算出しました。） 

 

①重点管理橋梁 

一般的な予防保全対策に加え、優先的な管理を行います。 

具体的には、橋面からの漏水対策、表面保護工（剥落防止対策、断面修復等）による劣化対

策や、５年毎の橋梁定期点検の他に、チェックシートを活用した簡易点検（1 回程度/年）を

行い、さらに橋の重要度を考慮し、優先的に修繕を行います。 

選定内容：跨線橋、跨道橋、長大橋（橋長１００m 以上） 

 

②予防保全橋梁 

一般的な予防保全対策を適用します。 

具体的には、橋面からの漏水対策、表面保護工（断面修復等）による劣化対策や、チェ 

ックシートを活用した簡易点検（１回程度/５年）を行います。 

選定肉容：橋長１５．０m 以上（①以外） 

橋長５m以上かつ 1 級路線（①以外)、パイルベント橋梁、架橋経過年数５０年以

上（①以外） 

 

③簡易予防保全橋梁 

一般的な予防保全対策と考え方は同様とします。 

表面保護工は予防保全対策と同様としますが、伸縮装置については、本体交換ではなく、

目地部の改良（簡易目時修繕等）により止水を行う工法を過用します。５年毎の定期点検の

他に、チェックシートを活用した簡易点検（１回程度/５年）を行います。 

選定内容：橋長５m 以上かつ舗装有（①②以外） 

近隣に迂回路無し（①以外） 

 

④事後保全橋梁 

大きな損傷を確認してから対策を行う事後保全対策を適用します。 

選定内容：橋長 5m 以上（①②③以外） 

 

⑤更新型橋梁 

更新を前提とした分類であり、ＢＯＸ化を行う事で、更新費用の削減と維持管理費の軽 

減を図ります。 

選定内容：橋長５m 未満（①②③以外） 

 

⑥統廃合検討橋梁 

利用頻度を考慮し、地元住民等と調整しながら選定します。 

選定内容：上記以外の重要度の低い橋 
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4.6 新技術の活用 

 

 橋梁点検・診断や長寿命化修繕工事を実施するにあたっては、ドローン等のロボットや人

工知能（AＩ)による点検支援技術の活用、修繕工事における新材料や新工法等の活用に向

け、新技術や技術開発の動向を点検支援技術性能カタログや NETIS 等を参考に把握し、導入

の検討をすすめ、点検作業の効率化や補修コストの縮減に努めます。 

 なお、検討事例を以降に記載します。 

 

1）紫外線硬化型 FRP シート（鋼部材補修工法） 

 紫外線硬化型 FRP シートは、ポリエステルレジンとグラスファイバーを一体化し、フィル

ムでラミネートした鋼部材補修工法である。 

 補修部が紫外線（太陽光）によって 35分程度で接着しながら強度を増していくため、短

時間での施工が可能であり、ハサミ、カッター等で任意の形状にカットでき、樹脂などの調

合なども不要なため、ガラス等の飛散もなく安全でクリーンな施工となる。また、硬化時に

収縮がほとんどないため、安定した強度と仕上がりが得られる特徴がある。近年、橋梁をは

じめ、照明柱、タンク、配管など広く使用されている。 

 本件の補修費用計算においては、欠損箇所等における補修工法として勘案しており、本技

術を導入した工事単価にて計算を実施している。 

 【主な物性測定結果】 

試験内容 規格 第三者機関データ 

引張強度 JIS K 7161-1994 45.3MPa 

曲げ強度 JIS K 7171-2008 124MPa 

曲げ弾性率 JIS K 7171-2008 11,500MPa 

シャルピー衝撃値 JIS K-7111-2006 52kj/m2 

絶縁破壊強さ JIS C 2100-2110 16.kV/mm 以上 

引張せん断接着強さ JIS K 6850-1990 1,630N 

線膨張係数 TMA(熱機械分析) 2.9 10-5/K 

水道用資機材 JWWA Z108-2004 適合 

食品衛生法 厚生省公示 第 307 号 適合 

燃焼性試験 JIS A 1322-1996 防炎 1 級 

材料の難燃性 UL94 V-0 に適合 
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2）ディスゴ ルナ（塗装塗替え） 

 ディスゴ ルナは、溶融亜鉛メッキと防錆塗装被膜を特殊化成被膜でつないだ、高耐食表面処

理技術である。（NETIS 登録番号：KK-210069-A） 

 有害な 6価クロムを含んでおらず、金属亜鉛層と高耐食塗装の複合被膜による防錆能力の相乗

効果により、屋外など過酷な条件下でも高耐食性能を発揮する。耐候性に優れているため、長期

間の美観維持にも効果が期待出来る。また、溶融亜鉛メッキが持つエッジカバー性と厚膜によ

り、工具等での施工時の損傷を抑え、耐食性を維持可能である。 

 本技術は、当該処理を行なったボルトの販売等は進んでおり、橋梁等の構造物の新設時の使用

実績は出つつあるが、既存施設などへの後施工の実績はまだ数が少なく、具体的な運用計画に考

慮する事は時期尚早と考えられるため、本件での計算への反映は見送る事とした。 

 

3）3D データを活用した構造物の状態把握 

 「3D データを活用した構造物の状態把握（NuBas）」は、地上型レーザースキャナにより構造

物の 3次元計測を行い、既存の 3次元計測データや設計データと形状比較を行う事で、変形量な

どを算出技術である。（点検支援技術性能カタログ：BR020017-V0425） 

 トラックなどの衝突による歩道橋の変形量などの計測において、従来は交通規制を行い、人の

手による計測が行われているが、3D レーザースキャナを用いる事で、交通規制を行う事なく現

場作業が完了し、コンベックス等の線状の計測では把握し難かった変形の変化の様子が正確に把

握する事が可能になる。重機などの使用が無いため環境負荷も少なく、また、取得した 3D デー

タは一時的な変形量計測の他に、将来、補強等を行う際のベースデータとしての活用や、景観シ

ミュレーションへの流用などにも使用が可能である。 

 本技術は、何か変形などが生じた際の計測技術としては運用性が高いが、変形などは経年劣化

等とは違い、そもそも事象が発生しない確率もあり、費用計算に織り込む前の損傷発生シミュレ

ーションが必要になるため、本件での計算への反映は見送る事とした。 

 

4）狭隘な橋りょう桁下空間の状況把握技術 

 「狭隘な橋りょう桁下空間の状況把握技術」は、市販カメラを搭載した、地上走行型ロボット

で、狭隘な橋りょう桁下空間を走行しながら撮影をする。その撮影画像を用いて SfM/MVS 処理に

より桁下空間の 3次元点群データを生成する。その 3次元点群データおよび撮影画像を用いて、

桁下空間の状況を把握する技術である。（点検支援技術性能カタログ：BR010074-V0125） 

 桁下空間に点検員が侵入することが困難な場所に対して、ロボットが侵入して桁下状況を安全

な状態で確認することができる。 

 市内の対象橋梁では狭隘な桁下空間を有した橋梁は無く、部分的に橋梁端部などで狭隘部はあ

るが、ポールカメラ等で撮影は可能であるため本件での採用は見送ることとした。 
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4.7 短期的な数値目標 

1）集約・撤去及びコスト縮減効果 

今後５年間の修繕計画の中で１橋において、集約化・撤去を検討することで、修繕を行った場

合の費用と比較して、今後約 100 万円のコスト縮減を目指します。また、今後小規模橋梁（橋長

5ｍ以下）等をＢＯＸ化する方向で検討し、維持管理に係る修繕費等の費用を縮減する事を目標

とします。 

2）新技術等の活用及びコスト縮減効果 

今後５年間の橋梁点検において、三郷放水路に架かる人道橋３橋と隣接する人道橋２橋、合計

５橋を対象に新技術（ポールカメラ）を活用する方針とし、従来のロープアクセスを用いた点検

と比較して、約 50万円のコスト縮減を目指します。 
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5. 長寿命化修繕計画による効果 

 
 本市では、総事業費の算出にあたり、従来までの管理方法とされる『事後保全型管理』対症療

法と計画的に補修など対策を行う『予防保全型管理』を設定し、事業費シミュレーションを行い

ました。 

 

この結果、『予防保全型管理』が経済的であると判断いたしました。 

また、市の財政状況を鑑み計画的に事業継続できるように、予算の平準化を行いました。 

 

 
 

今後 50 年間の事業費を比較すると、従来の対処療法型 269 億円に対し、長寿命化修繕計画の実

施による予防保全型が 62億円となり、コスト縮減効果は 207 億円となりました。 

 

 また、今後小規模橋梁（橋長 5ｍ以下の橋梁）等をＢＯＸ化する方向で検討し、維持管理に係る

修繕費等の費用を縮減する事を目標とします。 
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6. 長今後 5年間の修繕計画 
下記に、今後 5年間における修繕計画予定表を示す。 

修繕計画予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁定期点検計画 

  

橋梁名 前回点検 橋梁数 
点検 

予定年度 

概算工事費 

（千円） 
主な橋梁 

橋梁点検 

（人道橋 1 橋含む） 
2021 34 2026 16,400 

木斉橋、寄巻橋、無名 2037 号橋、 

吹上つつみ橋、吹上歩道橋他 

橋梁点検 2022 27 2027 18,500 
新三郷駅前立体横断施設、半田橋、南側道

橋、茂田井下橋、下境橋他 

橋梁点検 2023 34 2028 16,100 
無名 4203 号橋、無名 4118 号橋、無名 4112

号橋（彦成落橋りょう）、駒形橋、彦野橋他 

橋梁点検 

（人道橋 9 橋含む） 
2024 21 2029 16,700 

無名 4111 号橋、無名 4143 号橋、半田彦成跨

線道路橋、半田彦成跨線道路橋、北側道橋他 

橋梁点検 

（人道橋 1 橋含む） 
2025 28 2030 17,800 

二郷半橋、大膳橋その１、酒井橋、 

八丁堀橋その 1、幸和橋他 
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